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第１号議案
　　資料１



○地方税法施行令

（昭和二十五年七月三十一日）

（政令第二百四十五号）

（国民健康保険税の基礎課税額等の限度）

第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金

額は、五十四万円とする。

２ 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、十九万円とする。

３ 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十六万円とす

る。

（平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五

二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・

平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・一部改正）
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－1－

本庄市国民健康保険税条例新旧対照表
改 正 前 改 正 後

本庄市国民健康保険税条例 本庄市国民健康保険税条例

平成18年1月10日 平成18年1月10日

条例第132号 条例第132号

(納税義務者) (納税義務者)

第1条 略 第1条 略

(課税額) (課税額)

第2条 略 第2条 略

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が52万円を超える場合においては、基礎課税額は、52万円とする。

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が54万円を超える場合においては、基礎課税額は、54万円とす

る。

3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万

円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、17万円とす

る。

3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が19万

円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、19万円とす

る。

4 略 4 略

第3条～第22条 略 第3条～第22条 略

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイ

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイ
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に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が52万円を超える場合

には、52万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げ

る額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、

17万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額

して得た額(当該減額して得た額が16万円を超える場合には、16万円)の合

算額とする。

に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が54万円を超える場合

には、54万円、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げ

る額を減額して得た額(当該減額して得た額が19万円を超える場合には、

19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額

して得た額(当該減額して得た額が16万円を超える場合には、16万円)の合

算額とする。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

第23条の2～第27条 略 第23条の2～第27条 略

附 則 附 則

1～22 略 1～22 略



（単位：千円）

（単位：千円）

◆ 国民健康保険税率

◆ 加入状況（平成28年４月１日現在）

平成28年度国民健康保険特別会計予算総括表（9月補正）　　　　　 歳  出
項               　　目 当初予算 補正額 予算現額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

歳 入

総 務 費

一般
管理費

一般管理給与費 86,452 -4,494 81,958 国保事務に従事する職員の給与費

項               　　目 当初予算 補正額 予算現額説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 一般事務費 10,011 10,011 事務的な経費等

保 険 税

一般

現年度分

 医 療 1,177,195 1,177,195 国保事務電算処理委託事業 16,737 16,737 国保事務システムの委託料等

 支 援 422,599 422,599 区　分 医　療　分 支　援　分 介　護　分 制度関係業務準備事業 0 2,214 2,214 【新規】H30年の国保広域化準備のためのシステム改修費

 介 護 167,791 167,791  均 等 割 19,500 円 9,900 円 12,400 円 国民健康保険団体連合会負担金 1,284 1,284 国民健康保険団体連合会に対する負担金

過年度分

 医 療 50,241 50,241  平 等 割 16,000 円 賦 課 事 業 7,329 7,329 国保税の賦課に関する委託料、納付書の郵送料等

 支 援 17,260 17,260  所 得 割 6.9 ％ 2.9 ％ 2.7 ％ 徴 収 事 業 3,938 3,938 国保税の徴収に関する委託料、納付書の郵送料等

 介 護 9,097 9,097  資 産 割 20.0 ％ 国民健康保険運営協議会事務費 1,236 1,236 運協委員の報酬、費用弁償、国保協議会への負担金等

退 職

現年度分

 医 療 53,305 53,305  賦課限度額 520,000 円 170,000 円 160,000 円 趣 旨 普 及 費 6,335 6,335 普及・啓発用パンフレット代や保険証の郵送料等

 支 援 19,035 19,035

保険給付費

療養給付費
一 般 被 保 険 者 4,737,980 4,737,980

被保険者に係る医療費及び調剤等（現物給付）
 介 護 16,255 16,255 区　分 一般 退職 市全体 退職 被 保 険 者 192,064 192,064

過年度分

 医 療 858 858 世 帯 数 12,493 33,238
療 養 費

一般 被 保 険 者 61,877 61,877
被保険者に係る柔道整復、治療用装具等（現金給付）

 支 援 261 261 加入者数 21,683 814 78,989 退職 被 保 険 者 2,667 2,667

 介 護 287 287 審 査 支 払 手 数 料 13,653 13,653 レセプトの審査支払手数料及び電算処理システム手数料

使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 給付証明手数料
高額療養費

一般 被 保 険 者 608,068 608,068
自己負担限度額を超えた支払に対し支給

国 庫
支 出 金

療 養 給 付 費 等 負 担 金 1,033,998 1,033,998

一般被保険者の療養給付費 ・療養費 ・高額療養費の費用
額、後期高齢者支援金 ・老人保健医療費拠出金 ・介護納
付金に対して、32％を負担

退職 被 保 険 者 33,401 33,401

後期高齢者支援金負担金 346,949 346,949 高 額 介 護一 般 被 保 険 者 700 700 国保・介護保険から給付を受け、それぞれの自己負
担額の合計が一定額を超えたときに支給老人保健医療費拠出金等負担金 0 0 合算療養費退 職 被 保 険 者 400 400

介 護 納 付 金 負 担 金 147,179 147,179
移 送 費

一 般 被 保 険 者 100 100 医師の指示等により、転院時に搬送車や移送車等を
やむなく利用した場合に、これらに要する費用を支
給高額医療費共同事業負担金 69,587 69,587 高額な医療費の保険者負担を緩和するための共同事業 退職 被 保 険 者 100 100

特定健診・保健指導負担金 8,178 8,178 特定健康診査等の健診料の１/３を負担 出 産 育 児 一 時 金 50,400 50,400 １児につき42万円（又は40万4千円）

財政調整交付金
普通調整交付金 410,501 410,501 療養給付費等に対して９％を補助 出産育児一時金支払手数料 26 26 直接払い制度における支払手数料

特別調整交付金 19,283 19,283 保険者の事務費的な負担増に対し補助 葬 祭 費 7,250 7,250 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に５万円を支給

災 害 臨 時 特 例 補 助 金 0 0 市国保加入者で東日本大震災の被災者がいた場合の補助金
後 期 高 齢 者 支 援 金

医 療 費 1,165,825 1,165,825 後期高齢者医療制度に対して、現役世代からの支援
金として拠出制度関係業務準備事業費補助金 0 2,214 2,214 【新規】H30年の国保広域化準備費用に対する補助金 事 務 費 83 83

療 給 付 費 等 交 付 金 256,835 256,835 退職被保険者の費用額から保険税額を控除した全額を交付
前 期 高 齢 者 納 付 金

医 療 費 504 504
65歳以上の被保険者の医療費に関して各保険者が拠出

前 期 高 齢 者 交 付 金 2,045,313 2,045,313 65歳以上の一般被保険者に関する医療費に対し交付 事 務 費 82 82

県
支 出 金

高額医療費共同事業負担金 69,587 69,587 高額な医療費の保険者負担を緩和するための共同事業
老 人 保 健 拠 出 金

医 療 費 0 0 老人保健の対象があった場合に拠出

特定健診・保健指導負担金 8,178 8,178 特定健康診査等の健診料に対して、基準額の１/３を負担 事 務 費 44 44 事務費

財政調整交付金
普通調整交付金 287,468 287,468 療養給付費等に対して９％を補助 介 護 納 付 金 459,937 459,937 保険税介護分として徴収した40歳～64歳の介護保険料

特別調整交付金 142,316 142,316 保険者の事務費的な負担増に対し補助
共同事業
拠出金

高 額 医 療 費 278,352 278,352 県内の各保険者に高額な医療費が発生したときに対
応するための拠出金

共同事業交付金
高額医療費共同事業 209,389 209,389  レセプト

１件当りの
費用額

80万円以上 県内各保険者の拠出金から高額な
医療費の発生件数等に応じて交付

保険財政共同安定化事業 2,004,256 2,004,256

保険財政共同安定化事業 2,191,931 2,191,931 全件 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金 12,206 12,206 退職者医療共同事業、生活習慣病重症化予防事業への拠出

財 産 収 入 20 20 本庄市国民健康保険給付費支払基金の利子

保健事業

特定健診・保険指導事業費 60,442 60,442 特定健診・保健指導に要する費用

繰 入 金

保険基盤安定
保険税軽減分 206,285 206,285 低所得者等の軽減額に対して、県が３/４を補助 保 健 事 業 事 務 費 3,451 3,451 医療費通知郵送料等

保険者支援分 57,855 57,855 保険税軽減対象者の税の一定割合を公費補填するもの 人 間 ド ッ ク 助 成 金 12,099 12,099 被保険者の人間ドック受検費用の助成（上限2万円）

職 員 給 与 費 等 86,452 -4,494 81,958 国保事務に従事する職員の給与等の繰入金 健康づくりチャレンジポイント事業 2,630 2,630 はにぽんチャレンジに関する費用

助 産 費 等 33,600 33,600 出産育児一時金42万円の２/３の金額 データヘルス計画策定事業 3,050 3,050 健康保持増進を目的に、保健事業計画を策定

財 政 安 定 化 支 援 事 業 53,634 53,634 低所得者等に応じた保険者支援のための繰入金 高 齢 者 健 康 づ く り 事 業 183 183 高齢者の健康維持増進等のためのレクリエーション費用等

そ の 他 一 般 会 計 202,967 202,967 保険税減収や保険給付費増加等の赤字補填のための法定外繰入金 保 険 給 付 費 支 払 基 金 積 立 金 20 20 本庄市国民健康保険給付費支払基金への積立金

繰 越 金 30,000 30,000 前年度繰越金 諸 支 出 金 10,383 10,383 保険税の還付金、国庫・基金等の返還金

諸 収 入 6,865 6,865 延滞金・第三者行為求償金・不当利得返還金等 予 備 費 3,000 3,000 予備費

歳 入 総 額 9,858,555 -2,280 9,856,275 歳 出 総 額 9,858,555 -2,280 9,856,275 

報告事項１



（単位：円）

項　　　　　　　　　目 項　　　　　　　　　　目

01 国民健康保険税  01 総　　　務　　　費
 一 般 被 保 険 者  医 療  一般管理給与費

 支 援  一般事務費
 介 護  国保事務電算処理委託事業
 医 療 計
 支 援  国民健康保険団体連合会負担金
 介 護 計

 退 職 被 保 険 者  医 療  賦課事業
 支 援  徴収事業（収納課）
 介 護 計
 医 療  国保運営協議会費
 支 援  趣旨普及費
 介 護 計

02 使用料及び手数料  02 保　険　給　付　費
03 国　庫　支　出　金  療養給付費  一 般 被 保 険 者

 療養給付費等負担金  現年度分  退 職 被 保 険 者
 過年度分  療   養   費  一 般 被 保 険 者

 後期高齢者支援金負担分  退 職 被 保 険 者
 老人保健拠出金負担金  審　査　支　払　手　数　料
 介護納付金負担金  高額療養費  一 般 被 保 険 者
 高額医療費共同事業負担金  退 職 被 保 険 者

 一 般 被 保 険 者
 財政調整交付金  普　通  調  整  退 職 被 保 険 者

 特  別  調  整  移   送   費  一 般 被 保 険 者
 退 職 被 保 険 者
計

04 療養給付費等交付金  出　産　育　児　一　時　金
 療養給付費等交付金  現 年  出産育児一時金支払手数料

 過 年  葬　祭　費
05 現年度分前期高齢者交付金 計
06 県 　支 　出　 金  03 後期高齢者支援金

 高額医療費共同事業負担金  医　療　費　支　援　金
 事　務　費　拠　出　金

 財政調整交付金  普  通  調  整  04 前期高齢者納付金
 特  別  調  整  医　療　費　納　付　金

07 共同事業交付金　  事　務　費　拠　出　金
 高額医療費共同事業交付金  05 老人保健拠出金
 保険財政共同安定化事業交付金  医　療　費　拠　出　金

08 財　 産 　収　 入  事　務　費　拠　出　金
09 繰　  　入　 　 金  06 介　護　納　付　金

 保 険 基 盤 安 定  保険税軽減  07 共同事業拠出金
 保険者支援  高額医療費拠出金

 職 員 給 与 費 等  高額医療費事務費拠出金
 助 産 費 等  その他共同事業拠出金
 財 政 安 定 化 支 援 事 業  保険財政共同安定化事業拠出金
 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金

10 繰　  　越　　  金  08 保　　健　　事　　業
 療  養  給  付  費  等  交  付  金
 そ     の     他     繰     越     金  保健事業事務費

11 諸　　  収  　　入  人間ドック助成金
  延  滞  金   一 般 被 保 険 者  健康づくりチャレンジポイント事業

  退 職 被 保 険 者 計
 過  　　 料

計
 雑  入  第  三  者  一般被保険者  09 保険給付費支払基金積立金

 退職被保険者  10 諸　支　出　金
 不当利得  一般被保険者  還    付    金  一 般 被 保 険 者

 退職被保険者  退 職 被 保 険 者
 返　　　    還　　　    金

 雑       入  保    険    課  11 予　　備　　費

 平 　成  ２７　年 　度 　国 　民 　健 　康 　保 　険 　特 　別 　会 　計 　決 　算　 書
[ 歳  入 ] [ 歳  出 ]

当初予算額 補正額等 予算現額 収入済額 当初予算額 補正額等 予算現額 支出済額 残　　額 執行率

2,082,747,000 -26,546,000 2,056,201,000 2,051,354,666 129,086,000 1,713,200 130,799,200 123,026,354 7,772,846 94.06

 現  年
1,256,910,000 0 1,256,910,000 1,218,586,143 84,226,000 1,454,000 85,680,000 83,753,043 1,926,957 97.75
443,459,000 0 443,459,000 426,406,684 6,862,000 259,200 7,121,200 6,235,605 885,595 87.56
172,730,000 0 172,730,000 161,590,864 17,367,000 17,367,000 15,925,274 1,441,726 91.70

 過  年
47,208,000 0 47,208,000 86,029,800 108,455,000 1,713,200 110,168,200 105,913,922 4,254,278 96.14
14,036,000 0 14,036,000 27,348,068 1,409,000 0 1,409,000 1,260,376 148,624 89.45
8,070,000 0 8,070,000 13,935,873 1,409,000 0 1,409,000 1,260,376 148,624 89.45

 現  年
82,862,000 -14,461,000 68,401,000 67,892,857 7,014,000 0 7,014,000 6,491,756 522,244 92.55
28,641,000 -4,770,000 23,871,000 23,531,723 4,629,000 0 4,629,000 3,958,767 670,233 85.52
27,993,000 -7,315,000 20,678,000 22,835,643 11,643,000 0 11,643,000 10,450,523 1,192,477 89.76

 過  年
555,000 0 555,000 1,997,708 1,238,000 0 1,238,000 276,829 961,171 22.36
111,000 0 111,000 611,556 6,341,000 0 6,341,000 5,124,704 1,216,296 80.82
172,000 0 172,000 587,747 7,579,000 0 7,579,000 5,401,533 2,177,467 71.27
1,000 0 1,000 0 6,007,192,000 237,567,000 6,244,759,000 6,201,176,943 43,582,057 99.30

2,130,189,000 14,376,000 2,144,565,000 2,213,464,625 4,865,447,000 237,620,000 5,103,067,000 5,079,821,380 23,245,620 99.54
1,078,532,000 2,008,000 1,080,540,000 1,124,935,204 336,833,000 -90,993,000 245,840,000 241,021,316 4,818,684 98.04

1,000 1,000 0 70,569,000 70,569,000 69,216,558 1,352,442 98.08
348,640,000 32,058,000 380,698,000 380,698,876 3,499,000 -661,000 2,838,000 2,830,669 7,331 99.74

0 0 0 14,088,000 14,088,000 13,304,666 783,334 94.44
173,811,000 -15,239,000 158,572,000 158,572,400 603,143,000 104,610,000 707,753,000 707,698,796 54,204 99.99
70,969,000 -4,572,000 66,397,000 66,397,145 54,637,000 -13,009,000 41,628,000 40,704,382 923,618 97.78

 特定健康診査等負担金（健康推進課） 7,959,000 7,959,000 6,997,000 高額介護合算
医療費

700,000 700,000 608,747 91,253 86.96
426,787,000 121,000 426,908,000 449,332,000 400,000 400,000 0 400,000 0.00
23,489,000 23,489,000 26,532,000 100,000 100,000 0 100,000 0.00

 災害臨時特例補助金 1,000 1,000 0 100,000 100,000 0 100,000 0.00
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 0 0 5,949,516,000 237,567,000 6,187,083,000 6,155,206,514 31,876,486 99.48

461,076,000 -195,035,000 266,041,000 278,118,000 50,400,000 50,400,000 39,250,689 11,149,311 77.88
461,075,000 -195,035,000 266,040,000 278,118,000 26,000 26,000 19,740 6,260 75.92

1,000 1,000 0 7,250,000 7,250,000 6,700,000 550,000 92.41
2,087,269,000 -541,000 2,086,728,000 2,086,728,799 57,676,000 0 57,676,000 45,970,429 11,705,571 79.70
529,204,000 -4,451,000 524,753,000 563,916,145 1,222,438,000 1,900,000 1,224,338,000 1,224,337,383 617 100.00
70,969,000 -4,572,000 66,397,000 66,397,145 1,222,345,000 1,911,000 1,224,256,000 1,224,255,931 69 100.00

 特定健康診査等負担金（健康推進課） 7,959,000 7,959,000 7,144,000 93,000 -11,000 82,000 81,452 548 99.33
302,593,000 121,000 302,714,000 446,737,000 650,000 186,000 836,000 835,721 279 99.97
147,683,000 147,683,000 43,638,000 566,000 186,000 752,000 751,942 58 99.99
2,401,320,000 -126,021,000 2,275,299,000 2,276,113,876 84,000 84,000 83,779 221 99.74
209,389,000 -75,073,000 134,316,000 135,130,600 44,000 0 44,000 43,338 662 98.50
2,191,931,000 -50,948,000 2,140,983,000 2,140,983,276

20,000 20,000 11,210 44,000 44,000 43,338 662 98.50
502,123,000 652,716,000 1,154,839,000 1,008,801,685 496,647,000 -1,108,000 495,539,000 495,538,749 251 100.00
174,879,000 39,015,000 213,894,000 213,893,540 2,288,142,000 -63,346,000 2,224,796,000 2,224,788,792 7,208 100.00
44,240,000 96,101,000 140,341,000 140,341,145 283,879,000 -18,290,000 265,589,000 265,588,582 418 100.00
84,226,000 1,454,000 85,680,000 83,753,043 1,000 1,000 0 1,000 0.00
33,600,000 33,600,000 26,167,126 6,000 6,000 1,743 4,257 29.05
43,720,000 -2,162,000 41,558,000 41,557,074 2,004,255,000 -45,056,000 1,959,199,000 1,959,198,467 533 100.00
121,458,000 518,308,000 639,766,000 503,089,757  保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1,000 1,000 0 1,000 0.00
30,000,000 5,876,000 35,876,000 35,876,672 73,472,000 657,178 74,129,178 69,038,301 5,090,877 93.13

 特定健診・保健指導事業（健康推進課） 57,890,000 57,890,000 53,882,656 4,007,344 93.08
30,000,000 5,876,000 35,876,000 35,876,672 2,307,000 2,307,000 1,902,746 404,254 82.48
7,125,000 0 7,125,000 10,932,697 11,091,000 657,178 11,748,178 11,724,296 23,882 99.80
3,600,000 0 3,600,000 3,588,095 1,982,000 1,982,000 1,411,515 570,485 71.22

(収納課) 60,000 0 60,000 23,471 73,270,000 657,178 73,927,178 68,921,213 5,005,965 93.23
1,000 0 1,000 0  高齢者健康づくり事業(介護いきがい課) 202,000 202,000 117,088 84,912 57.96

202,000 0 202,000 117,088 84,912 57.96
3,000,000 0 3,000,000 2,428,471 20,000 0 20,000 11,210 8,790 56.05
200,000 0 200,000 0 10,383,000 143,721,000 154,104,000 149,942,201 4,161,799 97.30
2,000 0 2,000 3,829,940 10,000,000 10,000,000 6,218,798 3,781,202 62.19
1,000 0 1,000 0 (収納課） 380,000 380,000 0 380,000 0.00

 特定健診徴収金（健康推進課） 260,000 0 260,000 0 3,000 143,721,000 143,724,000 143,723,403 597 100.00
1,000 0 1,000 1,062,720 3,000,000 -916,378 2,083,622 0 2,083,622 0.00

合　　　　　　　　　計 10,231,074,000 320,374,000 10,551,448,000 10,525,318,375 合　　　　　　　　　　計 10,231,074,000 320,374,000 10,551,448,000 10,488,738,992 62,709,008 99.41

報告事項２
(案)



国保制度改革の概要について

資料１－１その他 資料



・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定
市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
 広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

　・年齢が高く医療費水準が高い

　・低所得者が多い

　・小規模保険者が多い

・

・ (県内の統一的方針)

※被保険者証は都道府県名のもの

※保険料率は市町村ごとに決定

※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○

を担い、制度を安定化
・給付費に必要な費用は、 、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、 、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

　なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○ 詳細については、引き続き、地方との協議を進める
3
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・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

※４．と５．も同様

標準的な算定方法等により、

 （データヘルス事業等）

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割

4
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国保制度改革の主な流れ　 （イメージ）　

○ 地方向け説明会の開催　

○ 平成30年度の各市町村

の納付金の額や、標準

保険料率を検討・決定

◇ 平成30年度の

保険料率を検討・決定

◇ 新システムの導入、現行システムの改修　

◇ 業務体制等の見直し

◇ 条例改正 　　等

◇政省令等の
制定

○ 地域の実情を踏まえ、

・各市町村の納付金の額

の算定ルール

・国保の運営方針

等を検討・決定

○ 新システムの設計・開発

○ 厚生労働省と地方との協議
（制度・運用の詳細について）

※27年7月に協議再開

○ 各都道府県で、

都道府県と市町

村との協議の場

を設置

○ 低所得者の多い保険者への財政支援
（＋約1,700億円）

○ 医療費適正化
等に積極的に取
り組む保険者へ
の財政支援
（＋約1,700億円）

5
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28年度における都道府県・市町村の主な準備事務

※上記の他、通常の国保事務も引き続き実施

○都道府県内市町村との協議の実施

・市町村の国保運営の現状共有
・納付金・標準保険料率試算のためのデータ等の収集
・納付金・標準保険料率の仕組み（都道府県の算定方法等）についての議論

・国保運営方針についての議論（保険者機能の強化等）
・事務処理等の標準化・効率化の検討
・将来の国保財政・見通しについて議論　（保険料水準、一般会計繰入の解消・縮減等）
※必要に応じＷＧを設置して議論

○条例改正（29年度改正に向けた準備含む）

・国保運営協議会の設置
・納付金の徴収
・保険給付費等交付金の設計
・財政安定化基金
（・特別会計の設置）

・業務フローの見直し等による改正

○国保運営協議会（又はその前身となる機関）の前倒し設置 ○30年度以降のシステム対応の決定

・委員の選定
・協議の開始

・国が開発する市町村事務処理標準システムの導入の可
否についての検討
・自庁システムの改修

○納付金・標準保険料率試算

・納付金試算のためのデータ等の収集（再掲）
・試算の実施
※28年秋に納付金算定標準システムの簡易版を配布

・納付金試算のためのデータ等の収集（再掲）

6
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一般会計

・都道府県繰入9％相当分
・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3

支払基金

被保険者

国

・定率国庫負担32％
・調整交付金（国）9％
・保険者努力支援分

・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3

都道府県

一般会計

・保険給付費等交付金
　（普通給付分）

・事業費納付金
【医療・後期・介護】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

市町村

一般会計
国保特別会計

国保特別会計

国保連

医療機関

・前期高齢者
交付金
・療養給付費
等交付金

・後期高齢者
支援金等
・介護納付金

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険給付費等交付金
（特別給付分）
保険者努力支援相当分
市町村向け特別調整
交付金等相当分
特定健診2/3

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4

支払の簡素化

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2

国・都道府県・市町村間の費用の流れ（案）

７
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